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遊佐町長 松永裕美 
 
 
 
 

遊佐町では、昭和 29 年の合併以来、８次にわたって振興計画を策定し、まちづくりを
進めてまいりました。 

第８次振興計画では、遊佐パーキングエリアタウン推進事業、小学校統合及び空き校
舎の利活用事業、移住・定住促進事業、新庁舎建設事業などに取り組んでまいりました。 

しかし、人口減少や少子高齢化、頻発する自然災害への対応、デジタル化の進展など
社会情勢は大きく変化しており、町民の暮らしにも様々な影響が表れております。こう
した社会情勢に真正面から対応するため、第８次振興計画の期間を１年短縮し、令和８
年度以降の新たなまちづくりの指針となる総合発展計画を策定いたしました。 

今回策定した計画においては、基本理念に『「チーム遊佐」でしあわせあふれるまち

を創る』、10 年後の将来像として『鳥海山の恵みと共生し「生命
い の ち

育む循環の郷」遊佐』
を掲げ、町民と行政の協働によるまちづくりにより、持続可能な発展と町民のしあわせ
をめざしてまいります。また、今回の計画では、協働によるまちづくりをより一層進め
ていくために、計画の各分野に「町民の役割」を設けております。本町の豊かな自然環
境や鳥海山の恵みを次の世代に引き継ぎ、町民一人ひとりが「しあわせ」を感じられる
まちとなるよう共に努力してまいりましょう。 

結びに、本計画の策定にあたり多大なるご尽力をいただきました振興審議会の委員の
皆様をはじめ、町民並びに町議会議員の皆様や各地区まちづくり協議会の皆様に心から
御礼を申し上げます。 

 
令和 8 年３月 
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Ⅰ 総合発展計画の策定にあたって 

■ 計画策定の趣旨 

遊佐町総合発展計画（第９次遊佐町振興計画）は、町の様々な分野で策定している計画や方針を
統括する最上位計画であり、令和８年度から 10 年間のまちづくりの指針となる計画です。 

本町では、平成 29 年度からの 10 年間を計画期間とする「遊佐町総合発展計画（第 8 次遊佐町振
興計画）」に基づき、「オール遊佐の英知（町民力）を結集」を基本理念として、将来像である
「子どもたちの夢を育むまち〜子どもたちに夢を〜」、「働き場・若者・賑わいのあるまち〜いき
いきゆざの構築」、「自然と調和した安全・安心・快適なまち〜鳥海山との共生〜」の実現に向け、
移住・定住促進事業、遊佐パーキングエリアタウン推進事業、小学校統合事業などに取り組み、ま
ちづくりを進めてきました。 

また、令和 3 年度から 5 年間を計画期間とする「第 2 期まち・ひと・しごと創生遊佐町総合戦
略」に基づき、人口減少の克服と地方創生を目的として、「雇用の創出」、「移住定住の促進」、
「子育て環境の充実」、「安全・安心なまちづくり」、「広域連携」を重点目標に据えて取り組ん
できました。 

この間、人口減少や少子高齢化、頻発する自然災害へ対応、デジタル化の進展など社会情勢は大
きく変化してきており、町民の暮らしにも様々な影響が表れています。 

こうした社会情勢への変化に対応するため、第 8 次振興計画の期間を 1 年短縮し、令和 8 年度以
降の総合的かつ計画的なまちづくりの指針となる新たな総合発展計画を策定するものです。 

 

■ 計画の構成と期間 

1 計画の構成 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 計画期間 

 
基本構想 10 年 

基本計画  5 年 

実施計画 

 

令和 12 年度  令和 13 年度 
（2030 年度）  （2031 年度） 

令和８年度 
（2026 年度） 

令和 17 年度 
（2035 年度） 

ローリング方式で毎年見直し 

3 年 

3 年 

3 年 

５年 

  

 
基本構想

基本計画

実施計画

町の将来像を描き、その実現のために 

必要なまちづくりの基本方針を示します。 

基本構想を踏まえ、構想を推進するための 

基本施策と具体的施策、目標値を示します。 

基本計画を踏まえ、具体的施策ごとに 

実施する事業を示します。 
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Ⅱ 施策の体系 
 

基本 

理念 
「チーム遊佐」でしあわせあふれるまちを創る 

将来像 鳥海山の恵みと共生し 「生命
い の ち

育む循環の郷」遊佐 
将来 

人口 

目標 
約 9,700 人（令和 17 年時点） 

基本目標 分野 
重点 

プロジェクト 

1 

若者が住み続けたい 

まちづくり 

１ 移住定住  

２ 交流  

2 

鳥海山と共生し、 

安全に生活できるまちづくり 

１ 環境・エネルギー  

２ 防災・雪対策  

３ 交通安全・防犯  

４ 道路・交通  

５ 上下水道  

3 

鳥海山の恵みを活かし、 

産業が成長するまちづくり 

１ 商工業  

２ 農林水産業  

３ 観光  

4 

共に寄り添い、助け合い、 

幸せを実感できるまちづくり 

１ 福祉  

２ 健康・医療  

３ 子育て  

5 

ふるさとを愛し、 

いのち輝く人を育むまちづくり 

１ 学校教育  

２ 生涯学習  

３ スポーツ  

４ 文化・芸術  

6 

協働による 

持続可能なまちづくり 

１ まちづくり  

２ 広報・広聴  

３ 行政サービス  

４ 行財政・広域行政    

１ 
 

人
口
減
少
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

２ 
 

豊
か
な
「
暮
ら
し
」
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

３ 
 

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

４ 
 

Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 
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Ⅲ 重点プロジェクト 

重点プロジェクトは、本町が抱える重要課題や分野横断的な課題について、前期基本計画で優先
的に取り組んでいくための重点事項です。本町が持つ人的資源や財源等の経営資源を効果的かつ効
率的に活用することで、基本構想の実現をめざします。 

１ 人口減少対策プロジェクト 

「定住人口の維持と関係人口を増やす」、「地域に仕事をつくる」、「出産・子育ての希望を叶
える」、「健康寿命を伸ばす」、「こども・若者の郷土愛を醸成し町への回帰を促す」。これらの
施策を連携させ人口減少スピードの緩和をめざします。また、令和 9 年度に開業予定の「遊佐パー
キングエリアタウン（新道の駅）」を核とした観光振興による交流人口の拡大、県を跨いだ広域的
な人の流れの創出、地場産業の活性化をめざします。 

主な関連分野：移住定住、交流、商工業、農林水産業、観光、子育て、健康・医療、学校教育 

２ 豊かな「暮らし」づくりプロジェクト 

人口が減少することで町民一人ひとりが担う役割が増えていくことが予想されます。豊かな暮ら
しを営むことができる地域を作るため、地域コミュニティの醸成や生きがい・仲間づくりへの支援、
デジタルの力を最大限に活用することで、人口減少の中にあってもまちに愛着や誇りを持ち、町民
が幸せを実感できるまちづくりを進めます。 

主な関連分野：まちづくり、行政サービス、福祉、教育 

３ ゼロカーボンシティ推進プロジェクト 

「2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」の表明、いわゆる“ゼロカーボンシティ宣言”につい
て、全国的に地域脱炭素の達成に向けた取組が加速しています。本町は、令和 5 年 5 月に「ゼロカ
ーボンシティ」を宣言しました。行政と町民、事業者の 3 者が一体となって、化石燃料に頼らない、
持続可能な脱炭素社会をめざします。具体的にはエネルギーの使い方を「変える」、再生可能エネ
ルギー資源を「活かす」、再生可能エネルギー産業と吸収源の森林を「育てる」の 3 本柱で目標達
成に向けた取組を進めます。 

主な関連分野：環境・エネルギー、商工業、農林水産業、教育、行財政 

４ DX（デジタルトランスフォーメーション）1推進プロジェクト 

国や県の計画を踏まえ策定したゆざまち DX 推進計画に基づき、行政サービスに加え、教育、産
業、交通など町の生活全般における新たな魅力を創出するためのデジタル化について推進を図りま
す。また、災害対策や医療、福祉など安全・安心な暮らしのためのデジタル化を推進し、誰もがデ
ジタル化の恩恵を受けられる取組を進めます。 

主な関連分野：防災、商工業、農林水産業、観光、交通、福祉、健康・医療、教育、行政サービス 

 
1 DX：データとデジタル技術を活用して、サービス等を変革するとともに、業務そのものや組織等を変革すること。 
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Ⅳ 分野別主要施策・主な取組 

基本目標 1 若者が住み続けたいまちづくり 

人口減少の原因となっている若年層の転出過多を和らげるとともに、若者の回帰に向けた取組を推進し

ます。また、町民が住み続けられる定住施策の充実と、移住者の受け入れ態勢の充実に取り組みます。さら

に、人口減少の影響を補うために交流人口や関係人口の拡大に向けた取組を推進します。 

１-１ 移住定住 

① 移住しやすい環境づくり 

 移住に伴う経済的支援 

 町民と移住者との交流機会の創出 

 IJU ターン2促進 

② 住まいの環境整備 

 空き家の利活用促進 

 安全な住宅の確保 

 住宅リフォームの支援 

③ 社会で活躍できる若者の人材育成 

 キャリアアップ支援 

 地域みらい留学の促進 

 外部人材の活用 

１-２ 交流 

① 関係人口の創出・拡大 

 地域外からの交流の機会の創出 

 地域づくりに関わる機会の創出 

 遊佐のファンを増やす取組の推進 

② 地域間交流・国際交流の推進 

 地域間交流の推進 

 国際交流の推進 

 

基本目標２ 鳥海山と共生し、安全に生活できるまちづくり 

防災・減災、消防体制の充実や克雪対策など、安全・安心なくらしの実現をめざします。また、公共交通や

道路、上下水道、通信環境の計画的な整備と維持管理を進め、快適なくらしの実現をめざします。さらに、

鳥海山を中心とした自然環境の保全に取り組むほか、脱炭素化に向けた取組を進めていきます。 

２-１ 環境・エネルギー 

① 恵まれた自然環境の保全 

 水・流域の保全 

 樹木・植物の保全 

② 清潔な衛生環境の保全 

 環境・公衆衛生の保全 

 ごみ処理の適正化 

③ 地球温暖化対策の推進 

 温室効果ガス排出削減と抑制 

 再生可能エネルギーの導入促進 

 環境問題に対する意識の向上 

２-２ 防災・雪対策 

① 災害に強い地域づくり 

 災害に強くしなやかな地域の構築 

② 除排雪の推進 

 道路・公共施設の除雪体制の充実 

 地域における除排雪の支援 

③ 消防体制の充実 

 消防団装備の整備 

 消防施設の適切な維持管理 

２-３ 交通安全・防犯 

① 安全な道路交通の確保 

 交通安全の啓発 

 交通安全施設の整備・維持管理 

② 地域の安全と防犯対策の推進 

 防犯設備の整備・維持管理 

 防犯意識の啓発・再犯防止 

２-４ 道路・交通 

① 安全な道路環境の維持 

 道路の適切な維持管理 

 新たな道路の整備促進 

② 利便性の高い公共交通の確保 

 公共交通の利便性向上 

 鉄道駅の維持・活性化 

２-５ 上下水道 

① 安全な水の供給 

 水道事業の安定経営 

 上水道施設・設備の維持管理 

② 適切な排水処理の実施 

 排水処理事業の安定経営 

 排水処理施設・設備の維持管理 

 都市下水路の排水対策   
 
2 IJU ターン：地方から進学や就職で都市部へ行った方が、地方へ移住することの総称。I ターンは別の地方へ移住、Ｊ

ターンは出身地に近い都市へ移住、Ｕターンは出身地に移住すること。 
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基本目標３ 鳥海山の恵みを活かし、産業が成長するまちづくり 

若者が地元就職できる産業を創り上げるため、企業誘致や、農林水産業の担い手確保、生産性向上、販

路拡大などに総合的に取り組みます。また、脱炭素化による新産業の育成とともに、「新道の駅」を拠点とし

た観光振興による地域経済の活性化を図ります。これらの取組により、町民所得の向上を図ります。 

３-１ 商工業 

① 企業誘致の推進 

 企業間のビジネスネットワークの構築 

 企業立地の支援 

② 雇用・人材育成の強化 

 地域求職者の就業支援 

 人材確保・育成支援 

③ 創業支援・経営基盤の強化 

 消費活動の活性化 

 地域での創業支援 

 企業の経営基盤強化 

④ 洋上風力による地域産業の振興 

 洋上風力発電の整備への協力 

 洋上風力産業の情報発信 

 洋上風力産業振興に向けた連携体制の構築 

３-２ 農林水産業 

① 稼げる農林業の振興 

 農地の保全と担い手の確保 

 有害鳥獣対策の支援 

 農業経営の安定化・効率化 

 農産物の販路・消費拡大 

 森林の保全や適正な維持管理 

② 水産業の振興 

 漁業経営の安定化・効率化 

 漁港施設の保全 

③ 遊佐ブランドの推進 

 遊佐ブランドの確立 

 地域ブランドの魅力向上と持続性の確保 

３-３ 観光 

① 地域資源を活かした観光誘客 

 観光情報発信の強化 

 地域資源を活かした来訪機会の創出 

 新道の駅の整備・活用推進 

② 観光基盤の強化 

 観光客の受け入れ体制強化 

 観光施設の維持管理 

 

基本目標４ 共に寄り添い、助け合い、幸せを実感できるまちづくり 

結婚から出産、子育てまでの支援策を充実させ安心して子どもを産み育てることができるまちをめざし

ます。また、健康・いきがいづくり、介護・福祉・医療サービスを充実させ、健やかにいきいきとした生活が送

れるように努めます。家族や地域住民が寄り添い合い、誰もが幸せを実感できる地域社会をめざします。 

４-１ 福祉 

① 包括的な地域福祉の推進 

 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 地域福祉の意識醸成 

 包括的な相談支援体制の構築 

② 支え合いによる高齢者福祉の推進 

 自立した生活支援 

 見守り体制の充実 

 高齢者介護の負担軽減 

 遊佐町総合福祉センターの改築検討 

③ 障がい福祉の充実 

 障がい者等の自立した 

生活支援 

 障がい者等の介護者の 

負担軽減 

４-２ 健康・医療 

① 健康づくりの推進 

 健康な心と身体をつくる機会づくり 

 疾病の早期発見と予防の推進 

 介護予防の取組強化 

② 持続可能な地域医療の推進 

 地域医療体制の構築 

 医療・介護保険制度の健全運営 

 医療費の適正化・患者の経済的負担の軽減 

 後期高齢者の医療費、介護給付費抑制 

４-３ 子育て 

① 健全な子育て環境づくり 

 妊産婦・こどもの健康増進 

 遊び場・子育て世帯の交流機会の創出 

 充実した保育サービスの確保 

② 切れ目のない子育て支援の提供 

 子育ての相談体制の構築 

 子育ての経済的負担の軽減 
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基本目標５ ふるさとを愛し、いのち輝く人を育むまちづくり 

町の未来を担う子どもたちが「いのち」輝くよう、教育環境の整備に努め、家庭・学校・地域が連携して郷

土を愛する豊かな心を育みます。また、若者が希望や夢を持ち、まちで活躍できる人材の育成や、生涯学

習・生涯スポーツを推進します。さらに、伝統芸能等の優れた文化遺産の保存・継承と活用に努めます。 

５-１ 学校教育 

① 確かな学力の向上と誰一人取り残さない教育の推進 

 快適な教育環境の創出 

 充実した教育内容の提供 

 配慮が必要な児童生徒への支援 

 部活動の地域クラブ化に伴う支援の実施 

 ニーズに応じた就学支援 

② 地域資源を活かす体験的な学習の推進 

 自然体験学習や「四大祭」等の学習 

 地域と連携した学校運営 

 幼保小中高連携事業の実施 

 地元農業従事者等による講話の実施 

５-２ 生涯学習 

① 社会教育活動の推進 

 地域社会や自主的な学習活動の促進 

 社会教育施設の維持管理及び生涯学習センターの改築検討 

② 青少年の健全育成 

 青少年の社会参加の促進 

 青少年問題の共有・課題への対応 

５-３ スポーツ 

① ニーズに合ったスポーツ環境の創出 

 スポーツ施設の管理・運営 

 スポーツ施設の再編 

② 生涯にわたるスポーツ活動の推進 

 スポーツ活動の促進 

 スポーツ機会の創出 

５-４ 文化・芸術 

① 次世代への歴史・伝統文化の継承 

 歴史・地域行事の継承  ● 民俗芸能の保存・継承 

② 文化財等の保存・活用 

 文化財等の調査  ● 文化財等の保存・活用 

③ 芸術文化の振興 

 芸術文化を支える担い手の育成 

 芸術文化の鑑賞・体験機会の創出 

④ 鳥海山・飛島ジオパークの推進 

 ジオパークの情報発信 

 ジオパーク教育・学習活動の推進 

 自然・文化資源の保護 

基本目標６ 協働による持続可能なまちづくり 

町民が主体的に地域課題の解決に関われる環境を整え、協働によるまちづくりを推進します。そのため

に、町民が参加できる仕組みや交流の場づくり、情報発信、町民の声を聴く機会の充実を図ります。また、

地域間連携や行財政運営の効率化、行政サービスのDX推進等により、持続可能なまちづくりをめざします。 

６-１ まちづくり 

① 協働のまちづくりの推進 

 まちづくり人材の育成 

 まちづくり活動の活性化 

 まちづくり施設の再編・維持管理 

② 男女共同参画の推進 

 男女の自立に向けた意識の醸成 

 男女が社会で活躍できる環境・機会づくり 

６-２ 広報・広聴 

① 効果的な情報発信 

 情報提供の充実    ● 多様な媒体を活用した情報発信 

 開かれた町政の推進 

② 町民の声を聴く機会の充実 

 町政座談会等の実施 

 意見広聴機会の充実 

６-３ 行政サービス 

① DX 推進による住民サービスの向上 

 利便性の高い行政窓口の設置 ● デジタルに対応した人材育成・確保 

 デジタル技術の活用 ● デジタルインフラの整備 

② 職員の人材育成の推進 

 職員研修の推進 

６-４ 行財政・広域行政 

① 行財政改革の推進 

 効率的な行政運営の推進 

 持続可能な財政運営の推進 

② 周辺自治体等との広域連携 

 広域的な連携 

 定住自立圏構想の推進 
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Ⅴ 指標一覧 

 

指標 
基準値 

（令和 6 年度） 
中間年度目標値 
（令和 12 年度） 

最終年度目標値 
（令和 17 年度） 

基本目標 1 若者が住み続けたいまちづくり 

相談窓口を利用した移住件数 14 件 20 件 25 件 

空き家バンク成約件数 8 件 10 件 10 件 

地域おこし協力隊の定着率 43.0％ 50.0％ 50.0％ 

ふるさと町民登録者数 84 人 150 人 300 人 

地域間交流事業参加者数 300 人 500 人 700 人 

基本目標２ 鳥海山と共生し、安全に生活できるまちづくり 

湧水学習会参加者数 50 人/1 回 70 人/2 回 90 人/2 回 

１人当たりのごみの排出量 629g/日 555g/日 508g/日 

遊佐町における CO2排出量 
80,000t-CO2 
(令和元年度) 

31,203t-CO2 13,300t-CO2 

全町一斉避難訓練への参加率 24.0％ 26.0％ 29.0％ 

自主除雪実施集落数 69 集落 69 集落 69 集落 

消防団の訓練参加率 59.7％ 63.0％ 66.0％ 

交通安全啓発活動の実施 105 回 105 回 105 回 

町内の犯罪率 229 件 172 件 114 件 

橋梁長寿命化修繕計画事業に 

基づく橋梁健全率 
92.2％ 95.7％ 100％ 

デマンドタクシー1 日当たり 

乗車率 
26.9％ 28.0％ 30.0％ 

上水道管路の耐震化率 79.0％ 82.0％ 85.0％ 

水洗化率 78.3％ 81.5％ 83.6％ 

基本目標３ 鳥海山の恵みを活かし、産業が成長するまちづくり 

企業誘致関連の助成制度利用 

による雇用拡大数 
10 人 15 人 20 人 

就職説明会への町内企業参加社数 5 社 8 社 10 社 

創業件数 2 件 2 件 2 件 

新規就農者数（延べ人数） 2 人 7 人 12 人 

新規漁業就業者数(延べ人数) 2 人 3 人 4 人 

特産品売上高の増加率 
0％ 

（令和 5 年度） 
10.0％ 20.0％ 

観光入込客数 2,502 千人 3,000 千人 3,200 千人 

着地型観光ツアー集客率 76.4％ 100％ 100％ 
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指標 
基準値 

（令和 6 年度） 
中間年度目標値 
（令和 12 年度） 

最終年度目標値 
（令和 17 年度） 

基本目標４ 共に寄り添い、助け合い、幸せを実感できるまちづくり 

定期的な支援会議の開催数 10 回 10 回 10 回 

介護用品（紙おむつ）支給率 87.4％ 90.0％ 90.0％ 

障がい福祉サービス利用者の 

うち、一般就労した利用者の数 
3 人 4 人 5 人 

特定健診受診率 60.0％ 60.0％ 60.0％ 

国民健康保険加入者 1人当たりの

医療費（年額） 
430,447 円 430,000 円 430,000 円 

放課後児童クラブ等の待機児童数 20 人 0 人 0 人 

子育て世帯への経済支援の 

充実割合 
63.9％ 64.9％ 65.9％ 

基本目標５ ふるさとを愛し、いのち輝く人を育むまちづくり 

学校に行くことが楽しいと思う 

こどもの割合 
66.7％ 70.0％ 75.0％ 

学校給食への県産品の割合 70.4％ 73.0％ 75.0％ 

社会教育施設利用者数 

（生涯学習センター・図書館） 
48,575 人 50,000 人 50,000 人 

少年議会・ボランティアくじらの

登録率 
12.1％ 15.0％ 15.0％ 

町内スポーツ施設利用者数 

（体育施設・学校体育館） 
91,818 人 92,000 人 92,000 人 

総合型地域スポーツクラブの 

年間利用者数 
2,508 人 2,600 人 2,600 人 

ゆざ学講座受講者数 20 人 40 人 40 人 

町指定文化財件数 106 件 107 件 108 件 

遊佐町芸術祭期間の 

発表・展示団体（個人）数 
12 団体 15 団体 15 団体 

ジオパーク認定ガイド人数 49 人 59 人 69 人 

基本目標６ 協働による持続可能なまちづくり 

各まちづくりセンター 

年間延べ利用者数 
49,087 人 50,000 人 51,000 人 

審議会・委員会等の女性委員割合 25.3％ 40.0％ 40.0％ 

公式 LINE 登録者数 3,000 人 5,000 人 6,000 人 

広聴事業参加者数 368 人 400 人 430 人 

マイナンバーカード普及率 88.3％ 90.0％ 95.0％ 

職員研修参加者数（延べ人数） 252 人 300 人 350 人 

前年度末町債現在高 

（全会計の総額） 
124 億 7,319 万円 122 億円 119 億円 

庄内北部定住自立圏共生ビジョン

の連携事業数 
32 事業 

（令和 7 年度） 
33 事業 35 事業 
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Ⅵ 町民の役割 

 
 
 
 

分野 番号 町民の役割 

基本目標 1 若者が住み続けたいまちづくり 

１-１ 移住定住 
1 

□ 移住や U ターンを希望する親族、知り合いへ町の支援制度、交流 

イベント等を紹介します。 

2 □ 空き家バンクに登録します。 

１-２ 交流 
3 □ 町外の方にふるさと町民登録制度を紹介します。 

4 □ 地域間交流事業、国際交流事業に参加します。 

基本目標２ 鳥海山と共生し、安全に生活できるまちづくり 

２-１環境 

・エネルギー 

5 □ 鳥海山の湧水や自然生態系への理解を深めます。 

6 □ ごみ拾いなどの環境美化活動に参加します。 

7 □ ごみの正しい分別や排出抑制に取り組みます。 

8 □ 節電・省エネを心がけます。 

9 □ 家電や自家用車の更新の際は、環境性能の高いものを選びます。 

２-２防災・雪対策 

10 □ 自主防災組織や消防団の活動に参加します。 

11 □ 防災ハザードマップを確認します。 

12 □ 食料など防災備蓄品を備えます。 

２-３交通安全 

・防犯 

13 □ 交通ルールを守ります。 

14 □ こどもたちの見守り活動に参加します。 

２-４道路・交通 

15 □ 道路破損個所を役場に連絡します。 

16 □ 道路美化活動に参加します。 

17 □ 鉄道やデマンドタクシーを利用します。 

２-５上下水道 
18 □ 節水を心がけます。 

19 □ 公共下水道に接続します。 

基本目標３ 鳥海山の恵みを活かし、産業が成長するまちづくり 

３-１商工業 
20 □ 町内の飲食店や商店を利用します。 

21 □ 商工会などが主催するイベントに参加します。 

３-２農林水産業 

22 □ 農地を適切に管理します。 

23 □ 地産地消を意識します。 

24 □ 町外の人に特産品を紹介します。 

３-３観光 
25 □ 町の観光資源を知り、町外の人に紹介します。 

26 □ 新道の駅を利用します。 
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分野 番号 町民の役割 

基本目標４ 共に寄り添い、助け合い、幸せを実感できるまちづくり 

４-１福祉 

27 □ 民生委員・児童委員の活動に協力します。 

28 □ 近所の高齢者への声かけ、手助けを行います。 

29 □ 障がい者が暮らしやすくなるよう、地域で協力します。 

４-２健康・医療 

30 □ 健康診断・がん検診を受診します。 

31 □ 適度な運動とバランスの取れた食生活を心がけます。 

32 □ 自分に合ったストレス解消法を見つけ、十分に休養をとります。 

33 □ かかりつけ医を持ちます。 

４-３子育て 

34 □ 家族で協力して家事や子育てを行います。 

35 □ ひとりで悩まず、相談窓口などに相談します。 

36 □ 町の子育て支援サービスを利用します。 

基本目標５ ふるさとを愛し、いのち輝く人を育むまちづくり 

５-１学校教育 

37 □ 学校行事に参加・協力します。 

38 □ 家庭でも食育を進めます。 

39 □ こどもたちの登下校を見守ります。 

５-２生涯学習 
40 □ 生きがいや仲間づくりのきっかけとなる生涯学習に取り組みます。 

41 □ 青少年のまちづくり活動に協力します。 

５-３スポーツ 
42 □ 家族・友人とスポーツを楽しみます。 

43 □ イベントや教室に参加し仲間を増やします。 

５-４文化・芸術 

44 □ 町の歴史・文化を学びます。 

45 □ 町の芸術文化団体の発表を鑑賞します。 

46 □ ジオパークイベントに参加します。 

基本目標６ 協働による持続可能なまちづくり 

６-１まちづくり 
47 □ 各まちづくり協議会や集落の行事に参加します。 

48 □ 家族が協力して仕事、家事、子育て、介護等を行います。 

６-２広報・広聴 

49 □ 広報誌、ホームページ等で町の情報を収集します。 

50 □ 町の魅力を町内外に発信します。 

51 □ 町政座談会、議員との懇談会等に参加し、意見交換します。 

６-３行政サービス 
52 □ マイナンバーカードや電子申請を利用します。 

53 □ スマホ道場で操作方法を学びます。 

６-４行財政 

・広域行政 

54 □ 町の財政や税金の使い道に関心を持ちます。 

55 □ 東北公益文科大学の講座・イベントに参加します。 
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